
 

平成２５年度冬期増区施設について 

 
 信越支社郵便事業本部集配部は、本日（10 月 24 日）「平成２５年度冬期増区施設」

について地方本部に説明してきました。 
 

前年度の計画施設数と同等承認を行うが、月の途中で開始、終了する局があるため、

曜日回りで年度により増減するとしているものです。 
また、平成２３年度に承認を行い、平成２４年度に承認を行わなかった局には平成

２３年度と同等承認を行い冬期の業務運行の確保を行うとしているものです。 
今年度については、開設局の承認数は旧支店３３（前年度２５）．旧集配センターに

ついては８９（前年度７６）となり増となっています。局別承認数は支社資料別紙を

参照願います。 
なお、単人員は各局人員の積み上げ、延人員は各局人員×日数を積み上げたものと

しています。 
  
１ 施設数 

（１）開設支店数等 
  ① 旧支店・３３（前年２５）、② 集配センター・８９（前年７６） 
（２）単人員 
   310.6 人（前年 275.2 人） 
（３）延人員 
   22.151.0（人・日）（前年 19.951.4（人・日）） 
２ 天候不良時の対応 

 天候等の状況により、期間前の施設開設又は期間延長が必要な場合は、事前に個別

連絡を受け対応するとしています。 
３ 期間雇用社員による代替 

 原則、受託者の確保となりますが、計画時に受託者の確保が困難な場合は、期間雇

用社員による代替で対応するとしています。 
 
 なお、各局では年末年始要員配置計画時に説明を受け、意思疎通をはかることとし 

ます。 
 
【労使対応】  単局窓口 
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